
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 表 の 見 方  

施設名称、

所在地や業

務内容等、

評価対象施

設の基本情

報を掲載し

ています。 

    

①確認事項（当該施設の管理

運営に関して本市が事業者に

求める基礎的事項）です。こ

れが評価項目となります。 

②確認事項に対し、

事業者が事業計画

書において提案し

た内容です。 

③当該施設の管理運営に関し、事業者が提案した内容の履行の

程度について、指定管理者（事業者自身）が一次評価し、市（施

設所管課）が二次評価します。評価基準に従い、それぞれの評

価項目（確認事項）ごとに１点から５点で評価し、併せてその

内容を文章化します。 １／３ 

（令和○○年度実績） 



《中略》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④各項目の得

点の平均点を

算出します（一

次評価、二次評

価共通）。 

一 次 評 価 者

（指定管理者

自身）による

所見です。 

 

⑤二次評価の結果による平均点を基準として、評価基準に従い、「事業計画における提案以上に、特

に良好な管理運営を行っている」「事業計画に則した適切な管理運営を行っている」「事業計画の履

行において一部努力が必要だが、概ね適切な管理運営を行っている」「事業計画の履行において、抜

本的な管理運営の改善が必要」の区分で総合評価を行います。併せて、二次評価者（本市の施設所

管課）による所見を付します。 ２／３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／３ 

それぞれの評

価表の末尾に、

各施設の利用

状況や収支状

況を添付して

います。 


